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利用者に対する指定介護福祉施設サービス提供開始にあたり、施設の概要や提供されるサ

ービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。 

                                    2024.12.01 

 



１．事業者 

事業者の所在地 広島県東広島市八本松町原１１１７１番地１ 

事業者の名称 社会福祉法人 葵新生会 

代表者名 理事長 新 谷 正 子 

電話番号 ０８２－４２９－０３５０ 

ＦＡＸ番号 ０８２－４２９－１７８９ 

 

２．ご利用施設 

施設の名称 特別養護老人ホームさくら園 

施設の所在地 広島県東広島市黒瀬町乃美尾５５５番地１ 

施設長名 花 本 聡 

電話番号 ０８２３－８３－６０６０ 

ＦＡＸ番号 ０８２３－８２－８２３８ 

事業者番号 ３４７２５０１９５０ 

 

３．事業所の目的と運営方針 

（１）事業の目的 

この事業は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態区分と

認定された利用者が、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の

供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営めるようにすることを目的とします。 

 

（２）運営方針 

① 施設は、利用者が可能な限り居宅における生活への復帰を念頭におき、要介護状態の

軽減又は悪化の防止に資するよう、指定介護福祉施設サービス計画（以下、「施設サー

ビス計画」という。）に基づいて、介護、機能訓練、健康管理、日常生活上の世話を行

うことにより、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを目指すものとしま

す。 

② 施設は、利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるも

のとします。 

③ 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域、家庭との結びつきを重視した運営を行

ない市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設、その他の

保健医療福祉サービス、又は関係機関との密接な連携に務めるものとします。 

④ 利用者が伸びやかに生活できる環境づくり、開かれた施設として地域の人たちに施設

を開放します。 

 

 

 



４．施設の概要 

（１）敷地及び建物 

敷地 ４７，８７８．４６㎡（もみじ園含む） 

建

物 

構造 鉄筋コンクリート造２階建（耐火建築） 

述べ床面積 ７２７６，８２㎡ 

利用定員 １１０名（（介護予防）短期入所生活介護利用者 ６０名含む） 

 

（２）居室 

居室の種類 室 数 面 積 １人あたりの面積 

個室 ３２室 １３．１２㎡ １３．１２㎡ 

２人部屋 １２室 ２１．８１㎡ １０．９０㎡ 

３人部屋 ２室 ３２．３９㎡ １０．７６㎡ 

４人部屋 ２室 ４３．６０㎡ １０．９０㎡ 

（注１）指定基準は、居室１人あたり１０．６５㎡です。 

（注２）部屋の配置ならびに構造については、別添のパンフレットを参照ください。 

 

（３）その他主な設備（（介護予防）短期入所生活介護と併用） 

設備の種類 数 面 積 １人あたりの面積 

食堂兼機能訓練室 ３室 ３７５，１６㎡ ３．４１㎡ 

一般浴室 ３室   

特別浴室 ２室   

トイレ １５箇所   

医務室 １室   

（注１）食堂の指定基準は、１人あたり３㎡です。 

（注２）各設備の配置ならびに構造については、別添のパンフレットを参照してください。 

 

５．職員体制（主たる職員） 

従業員の職種 員数 

区分 常勤

換算

後の

人員 

事業

者の

指定

基準 

保有資格 

（※印は短期入所生活

介護事業所兼務） 

常勤 非常勤 

専従 兼務 
専

従 

兼

務 

施設長 1 1    １ 1 ※ 

生活相談員 3 2   1 2.5 2 ※ 

介護支援専門員 3  3   3 2  

介護職員 40 29 3 8  35.2 

11.0 

 

 

※介護福祉士 30 名 

看護職員 11 11    ※看護師 11 名 

機能訓練指導員 2 1  1  1.4 1.1 ※ 

医師 1   1  1 1 ※診療科 内科 

管理栄養士 1 1    1 1 ※管理栄養士 

（注１）職員体制は、（介護予防）短期入所生活介護利用者（４０名）を含む指定基準です。 

 

 



 

６．職員の勤務体制 

従業員の種類 勤務体制 休暇 

施設長 正規の勤務時間帯（８:３０～１７:３０）常勤で勤務 ４週８休 

生活相談員 正規の勤務時間帯（８:３０～１７:３０）常勤で勤務 ４週８休 

介護職員 ・早番（ ７:００～１６:００） 

・日勤（ ８:３０～１７:３０） 

・遅番（１０:００～１９:００） 

・夜勤（１７:００～翌９:００） 

・介護職員、看護職員あわせて利用者３人あたり１人

の職員体制となります。 

原則として 

４週８休 

看護職員 ・正規の勤務時間帯（８:３０～１７:３０）（（介護

予防）短期入所生活介護の業務を含む）通常２名体

制で勤務 

４週８休 

機能訓練指導員 正規の勤務時間帯（８:３０～１７:３０）常勤で勤務  

医師 診療日時 週１回（火曜日 １３:００～１７:００）  

管理栄養士 正規の勤務時間帯（８:３０～１７:３０）常勤で勤務 ４週８休 

 

７．施設サービスの概要 

介護保険給付サービス 

種  類 内       容 備  考 

食事 ・食事はできるだけ離床して食堂でとってい

ただけるように配慮いたします。 

 

排せつ ・利用者の状況に応じて適切な排せつ介助を

行うとともに、排せつの自立にむけて適切

な援助を行います。 

・おむつを使用する方に対しては、適切な交

換を行います。 

・おむつ代は介護保険給付

の対象になっていますの

で必要ありません。 

入浴 ・週２回の入浴または清拭を行います。 

（入浴日 月・木曜日または火・金曜日） 

・寝たきり等で座位のとれない方は機械を用

いての入浴も可能です。 

 

着替え等 ・寝たきり防止のため、できる限り離床に配

慮します。 

・生活のリズムを考えて、毎朝夕の着替えを

行うよう配慮します。 

・個人としての尊厳を尊重し、適切な静養が

行われるよう配慮いたします。 

・シーツ交換は週１回行います。 

（必要な場合にはその都度対処します。） 

 

機能訓練 ・機能訓練指導員による利用者の心身の状況

に適応した機能訓練を行い、生活機能の維

持・改善に努めます。 

 

健康管理 ・常に利用者の健康状況に注意し、必要に応

じて健康保持のための適切な措置を講じま

す。 

・入所期間中の受診援助については、できる

限りの配慮をいたしますが、場合によって

・病院受診代等につきまし

ては別途請求または、預

り金よりの支払いをいた

します。 



は、ご家族等に通院等お願いすることがご

ざいます。 

栄養管理 ・管理栄養士が栄養と利用者の身体状況に配

慮した献立を作成します。 

・管理栄養士が医師等と共同して、入所者ご

との栄養状態を把握・記録し、個人の食形

態にも配慮しながら作成した栄養ケア計画

に基づいて適切な栄養管理を行います。 

・必要に応じて医師の指示せんに基づく療養

食の提供に対応します。 

 

 

 

入院手続き ・入所期間中であっても入院等の手続きは、

ご家族によるものとなります。 

 

相談及び援

助 

・当施設は、利用者及びそのご家族から施設

での生活またはご家族の状況などの相談を

受けた場合は、誠意を持って応じ、可能な

限り必要な援助を行うように努めます。 

（相談窓口）生活相談員 島田 景太 

 

 

介護保険給付対象外サービス 

種   類 内              容 利 用 料 

居住費 ・多床室（相部屋）については光熱水費に相

当する額を負担していただきます。 

・従来型個室（個室）については光熱水費及

び室料に相当する額を負担していただきま

す。 

・別紙利用料金表参照 

※市町村で介護保険負担限

度額認定を受けている場

合、介護保険負担限度額

認定証に記載の負担限度

額とします。 

（別に定める料金表の居住

費・食費の利用料(日額）

によります。） 

食費 ・食材料費及び調理に係る費用に相当する額

を負担していただきます。 

・栄養と利用者の身体状況に配慮したバラン

スに富んだ食事を提供いたします。 

（食事時間） 

 朝食  ７：５５～ ８：５５ 

 昼食 １２：２５～１３：２５ 

 夕食 １７：１０～１８：１０ 

 

・別紙利用料金表参照 

※市町村で介護保険負担限

度額認定を受けている場

合、介護保険負担限度額

認定証に記載の負担限度

額とします。 

（別に定める料金表の居

住費・食費の利用料（日

額）によります。） 

特別な食事 ・利用者、ご家族より特別な食事等に対し要

望があった場合には、可能な限りこれに応

じます。 

・食材費等別途いただくこ

とがあります。 

日常生活上

必要となる

諸費用 

・日常生活の購入代金等ご利用者の日常生活

に要する費用でご契約者にご負担いただく

ことが適当であるものについては費用を負

担していただきます。 

・おむつ代は介護保険給付対象となっていま

すのでご負担の必要はありません。 

 

 

・実費 

 



理美容サー

ビス 

・毎月２回程度、理美容店の出張による理美

容サービスをご利用いただけます。 

・料金 

※実費が必要になります。

事前にお知らせくださ

い。 

レクリエー

ション行事 

・当施設では、年間行事計画に基づいてレク

リエーション行事を実施しています。 

（年間行事例） 

 餅つき、花見、敬老会、毎月の誕生会、お

楽しみ会、保育所・小学校などとの交流

会、夏祭りなどです。 

・内容によっては実費を頂

く場合があります。 

金銭管理 ・貴重品は、必ず事務所にお預けください。

病院受診代等に必要な現金は、別に定める

委任状に基づき、事務所にてお預かり致し

ますので職員にお申し付けください。 

 

 

８．サービス利用料金 

（１）利用料金（別紙利用料金表参照） 

 利用者の要介護状態区分に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額

（自己負担額）をお支払いください（サービス利用料金は利用者の要介護状態区分に応じ

て異なります）。また、何らかの理由により契約者の要介護認定の更新が遅れた場合には、

サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。要介護状態区分が確定した後、自

己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。償還払いとなる場合、

ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明

書」を交付します。 

 

（２）利用料金のお支払い方法 

 料金・費用については１か月ごとに計算し請求し金融機関の口座より毎月２７日（土日

祝日の場合は翌日）に自動引落とさせていただきます。尚、手続きが完了する間は、窓口 

で現金払い、又は下記指定口座へ振込をお願いします。 

（引落及び振込手数料はご負担をお願い致します） 

 指定口座への振込み 

 

 

 口座名 ： 広島銀行 西条支店 普通預金 ３３１９６９５ 

 口座名義： 社会福祉法人 葵新生会  

 

 

 

 

 



９．苦情申立先及び苦情処理の手続き 

当施設 

ご利用相談室 

窓口担当者 島田 景太 

ご利用時間 平 日 ８：３０～１７：３０ 

ご利用方法 電 話 ０８２３－８３－６０６０ 

      面 接 ご相談に応じます 

      苦情箱 さくら園１階公衆電話横に設置 

東広島市役所 

福祉部介護保険課 

所 在 地 広島県東広島市西条栄町８番２９号 

電話番号 ０８２－４２０－０９３７ 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

呉市介護保険課 所 在 地 広島県呉市中央４丁目１番６号 

電話番号 ０８２３－２５－３１３６ 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

安芸郡熊野町福祉課 所 在 地 広島県安芸郡熊野町中溝１丁目１番１号 

電話番号 ０８２－８２０－５６０５ 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

広島県国民健康保険 

団体連合会 

所 在 地 広島県広島市中区東白島町１９番４９号 国保会館 

電話番号 ０８２－５５４－０７８３ 

受付時間 ８：３０～１７：１５ 

苦情処理の手続き 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制及び手順 

・契約者の家族等からの苦情については、管理者・生活相談員 

が行政の苦情相談窓口や関係施設等との連携を図り、迅速な

対応に努めます。そのため、関係機関・関係施設・第三者委

員等と日頃から密接な連携を図ります。 

  検討の結果－必ず翌日までに具体的な対応を行います。 

  記   録－保管し、再発防止に役立てます。 

契約者からの苦情 

↓ 

苦情処理担当者 

↓ 

契約者・家族への訪問 

↓ 

カンファレンス 

↓ 

保健、医療、福祉サービス提供機関、行政、連絡調整 

必要時第三者委員に報告・調整を依頼 

 

・連絡先 氏名 池田 雅博 

     三原市大和町椋梨 2369 番地 電話 0847-34-1224 

      

     氏名 増田 多美恵 

     東広島市西条町上三永 730-1 電話 082-426-0154 

↓ 

カンファレンス 

↓ 

契約者家族への対応 

 

 

 

 



１０．非常災害時の対策 

非常時の対応 
別途定める「特別養護老人ホームさくら園消防計画」に則り

対応を行います。 

避難訓練及び防災設備 

別途定める「特別養護老人ホームさくら園消防計画」に則り

年２回夜間及び昼間を想定した避難訓練を、利用者の方も参

加して行います。 

設備名称 個数等 設備名称 個数等 

スプリンクラー あり 防火扉・シャッター あり 

避難階段 ５個所 屋内消火栓 あり 

自動火災報知機 あり ガス漏れ探知機 あり 

誘導灯 あり スロープ あり 

カーテン等は防炎性能のあるものを使用しています。 

消防計画等 
東広島市消防署への届出日：令和５年５月１９日 

火元責任者：島田 景太 

 

１１．事故発生時の対応 

（１）施設サービス利用中に事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族等に連

絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

（２）施設は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録し、２年間保存

するものとします。 

 

 

１２．通院援助・受診 

医療を必要とする場合は、ご契約者または利用者の希望により、下記協力医療機関にお

いて診療や入院治療を受けることができます（ただし、下記医療機関での優先的な診療・

入院治療を保証するものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務

づけるものではありません）。 

協力医療機関名 医療法人社団 葵会 八本松病院 

所在地 東広島市八本松東三丁目９番３０号 

電話番号 ０８２－４２０－１２３０ 

診療科 内科・外科・整形外科・泌尿器科・理学診療科・放射線科 

緊急指定の有無 有り 

 

協力歯科機関名 八本松歯科医院 

所在地 東広島市八本松東三丁目１０番４１号 

 

 

 

 



 

１３．当施設をご利用の際に留意いただく事項 

来訪・面会 
来訪者は、面会時間（午前８：３０時～午後１７：３０時）を遵守

し、面会の都度、職員に申し出てください。 

外出・外泊 外出・外泊の際には必ず行き先と帰宅時間を職員にご連絡ください。 

居室・設備・器

具の利用 

施設内の居室や設備・器具は、本来の用途にしたがってご使用くださ

い。これに反した利用により破損が生じた場合、賠償していただくこ

とがございます。 

喫煙 喫煙は決められた場所以外ではお断りいたしております。 

迷惑行為等 
騒音等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮いただきます。また、む

やみに他の利用者の居室等に立ち入らないようにしてください。 

現金等の管理 

貴重品は、必ず事務所にお預けください。病院受診代等に必要な現金

は、別に定める委任状により、事務所にてお預かりしますので職員に

お申し付けください。 

宗教活動・ 

政治活動 

施設内での他の利用者に対する宗教活動及び政治活動は固くご遠慮願

います。 

 

１４．機密の保持と個人情報について 

利用者及びその家

族に関する秘密の

保持について 

当施設及び当施設の使用する者は、サービスを提供する上で知り得

た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏

らしません。 

この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。 

個人情報の保護に

ついて 

当施設は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物

については善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも

第三者への漏洩を防止するものとします。 

 

  年  月  日 

介護福祉施設サービスの提供開始に際し、本書に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

特別養護老人ホームさくら園 

説明者氏名             氏 名                 印 

 

私は、本書に基づいて施設の職員（職名 生活相談員        ）から、重要事項

の説明を受け、介護福祉施設サービスの提供開始に同意しました。 

 

契約者 住 所   

    氏 名                 印 

 

代理人 住 所 

    氏 名                 印 

    続 柄 


